
雇用保険法等の一部を改正する法律の概要（平成29年３月31日成立） 

○ 就業促進及び雇用継続を通じた職業の安定を図るため、雇用保険の失業等給付の拡充、失業等給付に係る保険料率の引下げ
及び育児休業に係る制度の見直しを行うとともに、職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化等の措置を講ずる。 

（１）リーマンショック時に創設した暫定措置を終了する一方で、雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長する暫定措置を 
  ５年間実施する。また、災害により離職した者の給付日数を原則60日（最大120日）延長できることとする。 
（２）雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇等並みにする暫定措置を５年間実施する。 
（３）倒産・解雇等により離職した30～45歳未満の者の所定給付日数を引き上げる。〔30～35歳未満：90日→120日 35～45歳未満：90日→150日〕 

（４）基本手当等の算定に用いる賃金日額について、直近の賃金分布等を基に、上・下限額等の引上げを行う。 
（５）専門実践教育訓練給付の給付率を、費用の最大70％に引き上げる。〔最大60％→70％〕 

（６）移転費の支給対象に、職業紹介事業者（ハローワークとの連携に適さないものは除く。）等の紹介により就職する者を追加する。 

〈平成29年４月１日施行（（１）② 、（２）～（４）は平成30年１月１
日施行、（１）①は公布から３年以内施行〉 

１．失業等給付の拡充（雇用保険法） 

３．育児休業に係る制度の見直し（育児・介護休業法、雇用保険法） 

（１）原則１歳までである育児休業を６か月延長しても保育所に入れない場合等に限り、更に６か月（２歳まで）の再延長を可能にする。 
（２）上記に合わせ、育児休業給付の支給期間を延長する。 

５．職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化（職業安定法） 

（１）①ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象（※）に、一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者等の求人を受理しないことを可
能とする。②職業紹介事業者に紹介実績等の情報提供を義務付ける。③ハローワークでも、職業紹介事業者に関する情報を提供する。 

〔※現行はハローワークにおける新卒者向け求人のみ〕 

（２）求人者について、虚偽の求人申込みを罰則の対象とする。また、勧告（従わない場合は公表）など指導監督の規定を整備する。 
（３）募集情報等提供事業（※）について、募集情報の適正化等のために講ずべき措置を指針（大臣告示）で定めることとするとともに、指導監督の規
定を整備する。 〔※求人情報サイト、求人情報誌等〕 

（４）求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内容を求職者に明示することを義務付ける。 

〈平成29年４月１日施行（（４）は平成29年８月１日施行、（５）、（６）は平成30年１月１日施行）〉 

〈平成29年10月１日施行〉 

保険料率及び国庫負担率について、３年間（平成29～31年度）、時限的に引き下げる。 
                          〔保険料率 0.8％→0.6％  国庫負担率（基本手当の場合） 13.75％（本来負担すべき額(1/4)の55％）→2.5％（同10％）〕 

２．失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の時限的引下げ（雇用保険法、徴収法） 〈平成29年４月１日施行〉 

４．雇用保険二事業に係る生産性向上についての法制的対応（雇用保険法） 

雇用保険二事業の理念として、「労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする」旨を明記する。 

〈公布日施行〉 



 

参考資料 



職業紹介における求人の不受理（職業安定法関係） 

 

 就職後のトラブルの未然防止を図るため、ハローワークや職業紹介事業者等において、一
定の労働関係法令違反の求人者等による求人を受理しないことを可能とする。 
 

※ 若者雇用促進法（H28.3施行）の附帯決議で「法の施行状況を踏まえ、不受理とする求人者の範囲及び不受理の
対象となる求人の範囲の拡大を検討すること」とされている。 

改正の趣旨 

改正の内容【公布から３年以内施行】 現行の内容 

ハローワーク 職業紹介事業者等 

原

則 

すべての求人を 

受理しなければならない 

例

外 

法令違反の求人等は 

受理しないことができる 

一定の労働関係法令違反

の求人者（注）による「新

卒者向け求人」は受理し

ないことができる 

(H28.3～／若者雇用促進法) 

※左記に準じた取組を進

めるよう勧奨 

（若者雇用促進法に基づ

く指針） 

ハローワーク 職業紹介事業者等 

原

則 

すべての求人を 

受理しなければならない 

例

外 

法令違反の求人等は 

受理しないことができる 

以下の「すべての求人」について、 

受理しないことができる（※） 
 

○一定の労働関係法令違反の求人者による求人 

○暴力団員等による求人 

注：労働基準法、最低賃金法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法の
一定の規定に違反し、是正勧告を受けたり公表されたりした求人者 



職業紹介事業者に関する情報提供（職業安定法関係） 

 

 職業紹介事業のサービスが多様化する中、求職者と求人者による適切な職業紹介事業者の
選択に資するよう、各事業者に紹介実績等に関する情報提供を義務付ける。 

改正の趣旨 

 

(1) 職業紹介事業者に、以下の事項の情報提供を義務付け（※１）【平成30年１月１日施行】 
 

○ 就職者の数 
○ 就職者のうち早期に離職した者の数（※２） 

○ 手数料に関する事項（手数料表、返戻金制度等） 等 
 

※１ 厚生労働省の「人材サービス総合サイト」への掲載を必須とする。また、必要に応じて各事業者のホーム

ページ等によることとする予定【省令等】。なお、無料職業紹介を行う学校等については努力義務とする。 

※２ 無期雇用労働者のうち就職から６ヶ月以内に離職した者（解雇された者を除く。）とする予定【省令】。 

 
(2) ハローワークにおいて、職業紹介事業者等（※１）の業務情報（※２）を、求職者・求人者の希望
に応じて提供【平成29年４月１日施行】 

 

※１ 業務停止命令や改善命令を受けている事業者は除外。 

※２ (1)の情報など。 

※ 上記のほか、職業紹介事業者の適格性を確保するため、職業紹介事業者の欠格事由を追加（暴力団員等）。 

また、職業紹介事業の質の向上に向け、職業紹介責任者による従業者向け教育を義務化。 

改正の内容 



募集情報等提供事業に係る規定の整備（職業安定法関係） 

 

 募集情報等提供事業（求人情報サイトや求人情報誌等）について、募集情報の適正化等の
ために講ずべき措置を指針（大臣告示）で定めることとするとともに、指導監督の規定を整
備する。 

改正の趣旨 

改正の内容【平成30年１月１日施行】 
  
(1) 募集情報の適正化等に向けて講ずべき措置 
 

○ 業務運営の改善向上に向けて必要な措置を講ずる旨の努力義務を新設。 
○ あわせて、「必要な措置」の具体的な内容を示すための「指針」の根拠規定を整備。 
 

【指針で定める内容】 
 

①業務運営に関する事項 

苦情処理体制の整備、個人情報の適正な管理  等 
 

②募集情報の適正化に関する事項 

募集情報が実際の労働条件と相違するおそれがある場合、募集主に状況を確認するとともに、 

相違していることが判明した場合には、情報の変更を依頼するなど適切に対応すること  等 

 

(2) 指導監督 
 

○ 必要に応じ、指導・助言や報告徴収を行うことができるよう規定を整備。 

※ 上記のほか、募集主・募集受託者について、募集情報等提供事業を行う者の協力を得て、的確表示に努めなけ

ればならないものと規定。 



労働契約締結前の労働条件等の明示（職業安定法関係） 

 

 求職者等が、労働契約の締結の前に、当該契約の中に、職業紹介・募集広告で示された労
働条件と異なる内容等が含まれていないかどうか確認できるよう、求人者等に新たな明示義
務を課すこととする。 

改正の趣旨 

現行の内容・改正の内容【平成30年１月１日施行】 

求人者等と求職者等との 
交渉等 

職業紹介・募集時の 
労働条件明示 
（当初の明示） 

 

【職業安定法第５条の３第１項の義務】 

労働契約締結時の 
労働条件明示 

（労働条件通知書） 
 

【労働基準法第15条第１項の義務】 

以下の①～④の場合、 
契約締結の前に 

新たな明示を義務付け（※） 

①「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合 

例）当初：基本給30万円／月 ⇒ 基本給28万円／月 

②「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合 

例）当初：基本給25万円～30万円／月 ⇒ 基本給28万円／月 

③「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合 

例）当初：基本給25万円／月、営業手当３万円／月 ⇒ 基本給25万円／月 

④「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合 

例）当初：基本給25万円／月 ⇒ 基本給25万円／月、営業手当３万円／月 

＜明示が必要な事項＞ 
 

業務内容、契約期間、就業場所、 

労働時間・休日、賃金、 

社会保険・労働保険の適用 

 
＜明示の方法＞ 
 

書面の交付 

※求職者等が希望した場合には電子メールも可 

※ 明示が必要な事項や明示の方法は、

「当初の明示」と同様とする予定

【省令】 


